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✓ いわゆる「強度行動

障がい」のある人に

対する支援の充実

・ 「強度行動障がい」とされる人は全
国で約8,000人と推計（H25）、行
動援護対象者は14,254名（R元）
であり、神奈川県内（政令市を除
く）で、「強度行動障がい」とされ
る人は1,310人と把握されている
（H29）

・ 神奈川では、「強度行動障がい」の
ある人の約60％が入所施設で生活

・ 県立施設にも多くの「行動障がい」
ある人が入所しているが、県立施設
の支援は、検証委員会等で不適切な
身体拘束等を指摘され、課題は多い

・ 公的サービスにおいては、「強度行
動障がい」のある人の支援に対する
報酬上の評価がなされており、必要
な研修を受講することが要件

・ 上記研修は、県において実施してい
るところ、量も質も（より実践的な
ものにする等）改善すべき

・ 民間施設において、「行動障がい」
のある人の支援に取組み、地域生活
につなげている好事例もある

・発達障害者支援法を踏まえた施策の
進展も期待

・ 「強度行動障がい」が何故起こ
るかに焦点をあてた、「行動障
がい」への適切理解が広がるよ
う県民への周知に取り組む（県、
市町村）

・ 本人の望みや願いを中心とした
支援の提供が進むよう、多職種
や他機関連携による連携のもと、
個別に対応したチームアプロー
チに取組む（県、事業者）

・ 一人ひとりの状態像に応じた支
援のために適切なアセスメント
とモニタリングが重要。その手
法の確立を図る（事業者、県）

・ 障がい当事者のいるべき場所に
積極的にアウトリーチし、本人
の自律を支える支援を実践する。
（事業者、県）

・ 支援のノウハウの蓄積を神奈川
全体の広域で取組み、事例検討
や実践報告の場を設ける（県、
事業者）

・ 全ての支援員が、「行動障が
い」のある人の支援に関する基
礎的な研修を受けることとし、
また、より実践的で高度な研修
の機会を設ける（県）

・ スーパーバイズやコンサルテー
ションの機会を設け、支援の評
価を適切に行うとともに、支援
者が燃え尽きないようにサポー
トする（県、事業者）

・ 居宅サービス等を活用した「行
動障がい」のある人の地域生活
のためのモデル的な取組みを行
う（県、市町村）

・ 本人が何のために施設を利用す
るのか納得してもらうことが重要。
地域に戻るため地域関係機関と連
携して支援に当たるといった「約
束と合意」がなされる入所時の取
組みを広げる（県、事業者）

・ 入所施設の個室化、ユニット化
を進め、「行動障がい」のある人
の生活の質を高めるとともに、グ
ループホームの受入が進むよう、
住環境と人員配置の改善に努める
（県、事業者）

・ 「行動障がい」のある人を受入
れている施設や事業所は、「地域
を作る」という意識で支援を組立
てていく（事業者、県、市町村）

・ 療育・教育の予防的な取組み
（適応障害にしない取組み）、
「強度行動障がい」ゆえに地域生
活等が壊れかけている人の支援体
制づくりを進める（県、市町村、
事業者）

・ 神奈川全体で、「行動障がい」
のある人に対する支援のネット
ワークを構築することとし、専門
性の高い支援のノウハウを持つ事
業者をその拠点として指定し、人
材育成や施策の評価・効果測定等
を行う（県、市町村、事業者）

〇 地域生活が実現で

きるよう、可能性を

引き出す専門的な個

別の支援体制がある

当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会 報告書＜要約版＞
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✓ 高齢化に伴う支援

の充実強化

・ 65歳以上の障がい者は全国で
487 万人（H28）。うち、2.9万
人が入所施設を利用しており、
1.4万人がグループホームに入居
している

・ 2040年の在宅の高齢障がい者は
全国で約390万人と推察される

・ 平成30年に共生型サービスが創
設され、介護サービスを障がい者
が利用しやすくした他、障がい者
が介護支援施設に入所した際の利
用者負担の軽減措置についても併
せて創設され、障がい福祉と介護
の連携が強化されてきた

・ 神奈川県においては、令和３年６
月現在、介護保険サービス計１８
事業所、障害福祉サービス計３７
事業所が共生型サービスの指定を
受けている

・ ターミナルケアが必要となった場
面の支援については、障がいに関
わらない課題であり、障がいがあ
るがゆえに適切な対応がなされな
いことは問題

・ 高齢になっても、地域での生活
を維持することができるよう、訪
問看護や訪問医療を受けやすくす
る（県、市町村）

・ 夜間の緊急時に対応できるよう、
入所施設やグループホームの夜間
の看護師配置を強化する（県、市
町村、事業者）

・ 就労の意思がある人が働き続け
ることを可能とし社会参加の機会
を継続できるよう、より個別的な
支援の徹底を図る（県、事業者）

・ 障がい福祉従事者と高齢福祉従
事者への合同研修の実施を通し、
共生型サービスの理解促進を図る
（県、事業者）

・ 介護保険優先の運用で機械的に
移行するのではなく、障がい特性
に応じた適正な運用を図るよう連
携する（県、市町村）

・ 介護者の高齢化など、家族状況
の変化があっても地域で安心して
暮らすことが可能となるよう、地
域内での支援者養成の取り組みを
推進する（県、市町村）

・ 高齢の障がい者の支援のノウハ
ウを身につけ、支援に活かすよう
必要な研修の機会を設ける（県、
事業者）

・ 障がい者の福祉用具等の利活用
が進むよう、国機関や福祉機器
製造、販売事業者を交え、技術
向上や開発につながる課題共有
の機会を設ける（県、事業者）

・ 共生型サービスについて制度周
知を図るなどして実施事業者を
増やす（県、市町村、事業者）

・ 障害福祉サービス事業所と介護
保険サービス事業所が、双方の
支援に関するノウハウの共有や
助言を行える体制を整備する
（県、事業者）

・ 自立支援協議会などの場を活用
して、障がい福祉、介護、医療
などの関係者が情報交換、課題
共有を行い、高齢の障がい者に
対する総合的な支援ができる体
制を作る（県、市町村、事業
者）
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✓ 地域生活移行の推

進、地域生活の支援

・ 障害者総合支援法は「どこで誰と
生活するかについて選択肢が確保
され、地域社会において他の人々
と共生することが妨げられないこ
と」と基本理念を定め、全国的に
グループホームや日中活動の場の
整備が進んできた

・ 入所施設からの地域移行はこれま
で様々取り組まれてきているが、
足元ではやや鈍化の傾向

・ 重度の障がいの人もグループホー
ムに移行できるよう、平成30年度
に日中サービス支援型グループ
ホームが創設、県もグループホー
ムの加配人件費や改修費の補助を
行い、居住支援の充実に注力して
いるところ

・ 一方で、入所施設が一番適切であ
り地域移行は不要という意識の施
設も一定数存在し、本人の地域で
の体験を広げるとともに、心の声
に耳を傾け、願いや希望に寄り
添った支援が重要

・ 地域移行には相談支援事業所の役
割が重要だが人員不足が課題

・ 施設か地域かという問いかけでは
なく、どのような暮らしをするの
かを考える必要

・ どのような暮らしを望んでいるの
か、本人の望みや願いを確認する意
思決定支援に取り組む。とりわけ県
立施設は率先して取り組む（県、市
町村、事業者）

・ 入所施設内に地域生活移行の取組
みを促進する体制を整え、関係機関
との連絡調整等を行う（事業者、
県）

・ 県は、地域生活体験用のグルー
プホームやサテライト型の入所施設
を設置するなどに取り組み、入所施
設の利用者には、できる限り地域の
生活を体験してもらうようにする
（事業者、県）

・ 入所施設の利用者一人ひとりに
対して、本人の心が動き、生活が豊
かになるような経験や体験する機会
をつくり、関係機関と連携しながら、
本人の表情や行動をモニタリングす
る（事業者、市町村）

・ 施設が提供する日中活動はできる
限り施設外に出ていくようにする
（事業者、県）

・ 友人等の関わりや安心できる居
場所は重要である。地域生活移行し
た後も、人とのつながりや居場所が
広がるような仕組みを構築する（事
業者）

・ 入所施設から地域生活移行が進
まない事例の分析や、地域移行支援
や地域定着支援の利用状況の調査・
分析を行い、課題を明らかにする
（県）

・ 入所施設は自立支援協議会に積
極的に参加し、関係者との連携に
努める（事業者、県、市町村）

・ 県立施設は地域生活移行のロー
ルモデルとなるよう取組む（県）

・ 何らかの理由で生活することが
困難になった場合は、入所施設等
で受入れ、再度、地域生活移行を
目指すなど、「循環型」のあり方
など、地域で支える仕組みをつく
る（事業者、県、市町村）

・ 「過齢児」の地域生活移行や同
居している家族から離れて暮らす
人への支援にも取り組む（事業者、
市町村、県）

・ 多様な「住まいの場」を確保す
る必要があるため、グループホー
ム以外に、入所施設のサテライト
型やシェアハウスなど、新たな
「住まいの場」について検討する
（事業者、県）

〇 いのち輝かせて豊

かな生活が送れる、

その人らしい暮らし

方が選択できる
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・ 平成１８年の障害者自立支援法が
施行され、日中活動の公的な提供
サービスとして、生活介護や就労
支援Ｂ型事業等の事業所開設が進
んできた

・ 今日、障がい者の地域生活を支え
る重要な社会資源となっているが、
①利用者の高齢化への対応、②行
動に課題のある人や医療的ケアが
必要な人の支援、③支援員の確保、
が大きな課題となっている

・入所施設の利用者は、「同一法人
敷地内で活動」が96.1%で、「同
一法人で別の場所で活動」が3.1%、
「他法人・他団体が運営する日中
活動事業所等で活動」が0.5%、
「その他」0.3%となっており、社
会経験を積む機会が乏しいという
指摘がある。

・ また、①自法人の相談支援事業所
によりサービス等利用計画を策定
することが権利擁護の観点から問
題ではないか、②ノウハウのない
営利法人等の参入が増大し、質に
課題があるのではないか、③生産
活動を行う場合の工賃の水準が低
い、④一般就労につなげる取組が
弱い、⑤地域生活支援事業との組
み合わせによるより多様な日中活
動のあり方を検討すべき、といっ
た指摘もある

・ 事業所数の増加に対応し、適切か
つ効率的な事業所指導を行っていく
必要（県、市町村）

・ 利用者の高齢化、行動に課題のあ
る利用者や医療的ケアが必要な利用
者にきちんと対応できるための支援
スキルを学ぶ機会を確保する（事業
者、県、市町村）

・ サービス等利用計画の策定に際し、
意思決定支援の手法を取入れ、多職
種によるチームで検討を行う仕組み
を導入する（県、市町村）

・ 小規模な事業所に対する経営指導
を実施する（県）

・ 就労支援事業所の事業内容の充実
を図るための意見交換、好事例等の
共有の場を作る（県、事業者）

・ 企業との連携を強化し、一般就労
につながる取組を進める（県、市町
村、事業者）

・ 自信を持って活躍できる場が増
えるよう、公立施設の有効活用を促
進する（県、市町村）

・ 相談支援専門員の養成の強化、
資質の向上（県、市町村）

・ 活動の場を用意するにあたって
は、地域の企業者（商工会、生協、
観光など）や団体等と連携し、資
源を組み合わせるなど、選択肢の
拡大に努める（県、市町村）

・ 入所施設においても施設外で活
動する例が増えるよう、地域連携
推進法人の立ち上げなど、法人間
連携を進める（県、市町村、事業
者）

・ 県立施設が、地域の社会資源を
組み合わせる、支援ネットワーク
を構築するといった役割を担い、
地域づくりに貢献する。（県）

・ 地域生活支援事業を組み合わせ
た、より多様な支援の実施（県、
市町村）

〇 いきいきと過ごす

ことのできる日中活

動の場と、快適な住

まいがある

✓ 日中活動のさらな

る充実

〇 地域生活が実現で

きるよう、可能性を

引き出す専門的な個

別の支援体制がある
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〇

強
度
行
動
障
が
い
、
高
齢
障
が
い
者
、
医
療
的
ケ
ア
児
な
ど
、
困
難
性
の
高
い
課
題
に
対
し
、

県
と
し
て
果
敢
に
取
り
組
む
べ
き
で
は
な
い
か

・ 入所施設ではない公的な居住支援
サービスを推進すべく、国、自治
体、事業者が連携しながら、グ
ループホームの整備に注力してき
た

・ グループホームは制度発足当初
は、身辺自立した障がい者の利用
を想定したものであったが、重度
の障がい者の受入も念頭に、夜間
支援員の配置、強度行動障がいの
人の受入に伴う報酬上の評価、医
療との連携を図る加算など、制度
の改善が図られてきた

・ また、民間賃貸住宅や公営住宅へ
の入居についても検討されるべき
だが、国土交通省と厚生労働省と
の連携により進めている住宅支援
協議会は、高齢者への対応を主題
としており、今後の取組みに期待

・ グループホームにおいて重度の障
がい者の受入れを容易にするための
改修費用の助成を引き続き実施する
（県、市町村、事業者）

・ 平成30年度に創設された「日中
サービス支援型」グループホームに
ついて、全国の先進事例を収集し、
制度の周知を図り、事業者の取組み
を促す（県）

・ グループホームの開設運営に新規
参入した法人に対し、質の確保を図
るための経営指導を行う（県、市町
村）

・ 民間賃貸住宅の利用を円滑にする
ため、神奈川県居住支援協議会に参
画するとともに、住宅確保要配慮者
居住法人等と連携を図る（県）

・ 障がい者の住む場所を確保する
ため、市町村に対して、住宅部局と
の連携や市町村居住支援協議会の設
置を促す（県）

・ 住まいをどこにするか、本人の
意向を良く聞くことが重要であり、
意思表出が難しい人には、意思決
定支援を行いながら、サービス等
利用計画を作成する必要がある
（県、市町村、事業者）

・入所のサテライト型など、新たな
居住支援の場について検討する
（県）

・自法人の資源の活用に偏らない支
援を行うため、他法人の障害福祉
サービス提供事業者等や地域の企
業者や団体等との連携を推進する
（県、市町村、事業者）

・ 建物構造の整備ノウハウを関係
者が容易に得られるよう、知見を
有する機関との連携関係を作る
（県）

〇 いきいきと過ごす

ことのできる日中活

動の場と、快適な住

まいがある

✓ 居住支援の充実強化

〇 いのち輝かせて豊

かな生活を送れる、

その人らしい暮らし

方が選択できる



議論の視点
（参考）

論 点 現状と課題
検討の方向性

将来像(ビジョン)の
要素

将来像
（ビジョン）当面の取組み 中・長期的な取組み
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障
が
い
者
は
地
域
社
会
を
構
成
す
る
一
員
で
あ
り
、
本
人
が
希
望
す
る
場
所
で
、

尊
厳
を
も
っ
て
、
そ
の
人
ら
し
く
暮
ら
す
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か

６

✓ 医療、教育、雇用、農

業、商工等関連分野と

の連携

・ 障害者基本計画において、障が
い者が各ライフステージを通じて
適切な支援を受けられるよう、教
育、文化芸術、福祉、医療、雇用
等の各分野の有機的な連携の下、
切れ目のない支援を行うことが必
要、としている

・ 県の障がい関係施策も福祉部局
に留まらないことから、関係部局
が連携し、施策を一体的に実施す
ることが重要

・ 障がい者の地域生活支援を実効
性のある取組みとするには、政令
市、中核市を含む市町村との連携
も必要不可欠

・ さらに、障がい者団体、職能団
体、企業、経済団体等の協力を得
る必要があり、とりわけ、障がい
当事者（本人）の活動団体は当事
者目線の障がい福祉の推進には不
可欠

・ 自立支援協議会など、関係機関
が連絡調整を行う既存の仕組みは
あるが、形骸化しているとの指摘

・ 障がいの重度化、高齢化が進行
し、医療ニーズが高くなっても地
域生活を続けるため医療との連携
は重要、今後は、市町村レベルで、
医療と福祉の効果的な連携のあり
方を検討（県、市町村）

・ 教育分野では、インクルーシブ
教育の推進を図るほか、放課後等
デイサービス事業者と学校との情
報共有の促進、教育関係者に対す
る福祉制度の研修実施、障がい児
のきょうだいに対する支援ニーズ
の早期の把握等に努力（県、市町
村）

・ 保育所での障がい児の受入促進
のため、保育所等訪問支援が活用
されており、今後さらに拡充（県、
市町村、事業者）

・ 雇用分野では、一般就労した障
がい者の職場定着について、就労
系障害福祉サービス提供事業者が、
ハローワーク等と協働を推進（県、
事業者）

・ 地域包括ケアシステムに障がい
分野全体も加えていくことを念頭
に、関係部局と連絡調整を進め、
各施策の滑らかな連結に努める
（県、市町村）

・ 関連各分野が一体となって、当
事者目線の障がい福祉を推進して
いくための、知事をトップとした
全庁的な推進体制を組織（県）

・ 住宅分野では、一般住宅の利用
の円滑化策（居住支援協議会）の
推進、障がいの状態像に応じた住
宅改修のノウハウの蓄積と情報提
供を促進（県、市町村）

・ 農業分野では、「農福連携」の
一層の推進を図る（県、事業者）

・ 運輸分野では、介護の地域支援
事業で取り組む移動支援のノウハ
ウについて障がい分野で活用を図
る（県、市町村）

・ 商工分野では、障がい者の地域
生活がより豊かになるよう、商工
会、観光業者、商店街、生協など
の既存の社会資源を活かすための
支援コーディネーターの設置を検
討（県、市町村）

○ 医療や教育などの関

連領域との連携により、

生活課題が解決される

○ いのち輝かせて豊か

な生活が送れる、その

人らしい暮らし方が選

択できる

○ 地域の担い手として

活躍できる、社会参加

や就労等の機会がある



議論の視点
（参考）

論 点 現状と課題
検討の方向性 将来像(ビジョン)の

要素
将来像

（ビジョン）当面の取組み 中・長期的な取組み
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・ 推計では、今後２０年で労働
力人口は約１０００万人減少し、
介護分野と同様の推計比率を障が
い分野に当てはめると、２０年後
の２０４０年には、約２５万人が
不足すると予想

・ 国は平成３年頃からマンパ
ワー確保対策を講じてきており、
平成１９年に新たな人材確保指針
を策定

・ 国は、福祉事業従事者の福利
厚生の充実、退職手当共済制度、
処遇改善交付金等の措置を講じる
とともに、外国人労働者の福祉分
野への誘導策も実施

・ 今日、福祉分野の有効求人倍
率は、他産業よりも大きく（人手
不足感が大きい）、とりわけ大都
市圏はその差がさらに大きい状況

・ 給与水準が直近の毎月勤労調
査で全労働者が約３３.７万円に
対し、福祉・介護は３１.３万円
と下回っている一方で、離職率は
全産業との差は殆どなく、離職理
由は「人間関係」が一位

・ ロボット・ＩＣＴ技術の導入
やキャリアパス制度が整備される
など、職場環境の改善が急務

・ 国は、平成２９年に「介護人材
に求められる機能の明確化とキャ
リアパスの実現に向けて」を取り
まとめた

・ 健康な高齢者層が福祉・介護分
野に興味を持っている可能性が示
唆されており、元気高齢者を障が
い福祉の分野にどう取り込むかが
今後の課題

○

障
が
い
者
は
地
域
社
会
を
構
成
す
る
一
員
で
あ
り
、
本
人
が
希
望
す
る
場
所
で
、

尊
厳
を
も
っ
て
、
そ
の
人
ら
し
く
暮
ら
す
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か

✓ 福祉人材の確保、育成

・ 国が実施する処遇改善加算の申
請率の向上を図り、給与水準の改
善につなげる（県、事業者）

・ ロボット・ＩＣＴ技術の円滑な
導入のためのシーズ・ニーズの
マッチングの機会を設ける（県、
事業者）

・ 産業カウンセラーの派遣を可能
にする仕組みを整えるなど、メン
タルへルス対策を進める（県）

・ やる気のある職員が孤立したり
燃え尽き症候群にならないように、
スーパービジョンやコンサルテー
ションの導入を進める（県、事業
者）

・ 社会福祉連携推進法人の仕組の
活用を図りながら、法人間の人事
交流等を進めることにより、キャ
リアラダーの設計につなげる（県、
事業者）

・ 現在実施されている研修体系や
内容を整理・再構築し、適切な研
修に参加する機会の確保を図る
（県、事業者）

・ 現役の職員のキャリアアップを
図るため、リカレント教育を受け
やすくする方策を検討する（県、
事業者）

・ 障がい福祉の仕事に関心をもっ
てもらうため、情報発信を工夫す
るとともに、障がい福祉の仕事に
関するＷＥＢサイト等を整備する
（県、事業者）

・ ボランティアやアルバイト、福
祉体験等で事業所に関わりをもっ
た人に丁寧な対応を行い、就業に
つながるよう努める（事業者）

・ 事業所等で長期のインターンを
受入れ、就業後のミスマッチを防
ぐ

・ 福祉実践の報告の場で、障がい
当事者や家族にも発表の機会も設
けるなど、好事例の共有を推し進
め。質の高い福祉人材の養成に努
める（県、事業者）

・ 企業者と連携の上、「創業等支
援措置制度」を活用し、元気高齢
者の障がい福祉分野への就業を促
す（県、事業者）

・ 移り住んで障がい福祉の仕事に
就きたいと考える人を増やしてい
くため、働くエリアと住むエリア
の魅力を情報発信する取組みを進
める（県、市町村、事業者）

・ 当事者の暮らし方の視点に立っ
た支援を進め、人材育成と施設運
営の双方を鑑みた人材確保の取り
組みを進める（県、事業者）

・ 人材確保は一市町村だけでは困
難な課題であり、県がリーダー
シップを発揮して、関係者と緊密
に連携しながら、重層的で広範な
取組みを進めることが重要（県、
市町村、事業者）

○ 地域生活が実現でき

るよう、可能性を引き

出す専門的な個別の支

援体制がある

○ いきいきと過ごすこ

とのできる日中活動の

場と、快適な住まいが

ある

○ いつでも生活上の困

難を相談できる機関、

場所がある

○ 地域の担い手として

活躍できる、社会参加

や就労等の機会がある

※ 以下の将来像（ビ

ジョン）を実現する

ために必要不可欠な

人材の確保が円滑に

進む
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・ 障害者基本法では、「全て障害
者は、可能な限り、どこで誰と生
活するかについての選択の機会が
確保され、地域社会において他の
人々と共生することを妨げられな
い」とされている

・ 国の障害福祉基本計画では、グ
ループホーム等の地域の受け皿を
整備しながら、入所施設について
は、段階的・計画的に縮小してい
く方針とされている

・ 実際、入所施設入所者の数は減
少しており、今日、グループホー
ム入居者数の方が、それを上回っ
ている

・ 一方で、「親なき後」の恒久的
な居住の場として、入所施設に安
心感を持つ親もある

・ 今日、障がいの重度化、高齢化、
医療ケアの必要性など、新たな課
題も生じており、入所施設がどう
かかわっていくべきか具体的に考
えていく必要

・ また、入所施設が、戦後間もな
いときに、在宅の障がい児・者を
受け止めてきたという歴史も踏ま
えておくことが重要

・ 県立の入所施設は、置かれてい
る状況が地域社会全体を反映して
いることから、あり方を検討する
にあたっては、地域全体を見てい
くことが重要

・ その上で、
① 入所施設でしか担えない役割
② 入所「待機者」の需要とは何か
③ 現入所者のケアをどうするのか
といった論点を十分に検討するこ
とが必要

○ いきいきと過ごすこ

とのできる日中活動の

場と、快適な住まいが

ある

✓ 障害者支援施設（県立

施設を含む）のあり方

○
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・ 施設機能の地域への分散化を図
りながら以下を目指す（県、市町
村、事業者）

◎ 旧来の保護収容型の障害者支援施
設は解消を目指す。新規入所は、
緊急時対応を除き、原則として有
期の自立訓練（通過型）のみとし、
地域生活が困難となった障がい者
がまた地域生活を送れるようにす
るための一時的な受入れに注力す
ることとし、併せて、実質的な
「昼夜分離」を進め、施設の機能
は、居住支援（夜間の支援）に特
化させる（地域に対する日中活動
サービス等の提供は妨げない）

◎ 県立の入所施設については、機
能（市町村支援、基幹相談支援、
研修機能）の移転を進め、規模を
縮小の上、民間移譲も視野に入れ
た検討を行う（県として求められ
る臨床研究的役割、人材育成は別
途検討）

※ 入所施設の役割や機能を縮小す
る際は、入所者が適切に自己選
択、自己決定できる機会を用意
する

※ 入所施設は、日中活動（生活介
護等）と居住（施設入所支援）
の報酬収入セットの制度設計と
なっており、施設入所支援の報
酬だけで運営を維持できるかが
課題であり、国への制度改善要
望も検討

・ 障害者支援施設の役割の縮小、
転換を図り、緊急時対応と通過型
のサービス提供に重点化すること
を、２０４０年頃の目標とすべき
（県、市町村、事業者）

・ 障がい当事者の施設での暮らし、
地域での暮らしに関する考えは、
立場によっても異なり、様々な意
見があるが、今日、ノーマライ
ゼーションの考えに基づき、地域
における本人中心の当たり前の暮
らしを可能とすべき（県、市町村、
事業者）

・ 県が議論にしっかりと関与し、
入所施設での暮らしを多くの人に
知ってもらうなど、自立支援協議
会の場で議論を重ね、県下の各事
業者の理解、合意の下で、社会福
祉連携推進法人や地域生活支援拠
点の仕組みを活用しながら、神奈
川全体で、必要な支援の組み立て
を行っていく（県、市町村、事業
者）

・ 具体的には、①相談、②住まい、
③日中活動、④居宅支援、⑤移動、
⑥集いの場、⑦地域のつながり、
について充実させ、入所施設の機
能の地域への分散化を図っていく
（県、市町村、事業者）

○ いのち輝かせて豊か

な生活が送れる、その

人らしい暮らし方が選

択できる



議論の視点
（参考）

論 点 現状と課題
検討の方向性 将来像(ビジョン)の

要素
将来像

（ビジョン）当面の取組み 中・長期的な取組み

「
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る
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会
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が
わ
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」
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進
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図
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備
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９

・ 「本人活動」は、障がい者同
士が様々な自主的な活動を行う
グループを中心とした活動であ
り、我が国では、特に知的障が
いをもつ当事者たちの自主的活
動を指す

・ 全日本手をつなぐ育成会（当
時）による過去の調査（平成17
年）では全国で239団体、神奈
川で15団体が活動しているが、
その後の本格的な調査はなく、
ネットワーク組織化が当事者の
間で議論されている

・ 本人活動は当初、レクレー
ション活動が主軸だったが、近
年は、障害者権利条約、福祉
サービス制度、成年後見制度な
どの勉強会等も行われるように
なっている

・ また、身体障害者の自立生活
運動から始まったピアサポート
は、近年、知的障がいや精神障
がいの分野にも広がっている

・ 国においても、令和2年度に
障害者ピアサポート研修事業を
創設して、ピアサポーターの養
成等を支援しており、県では、
精神障がい当事者のピアサポー
ターを養成し、精神科病院から
の退院促進を行っている

・ また、県社協は、当事者活動
への費用助成を実施している

・ 国の調査によると、ピアサ
ポーターの活用資金の不足、活
動の幅の拡大、活動する場の不
足などが課題とされている

・ 本人活動の課題として、利用
者の対人関係、スタッフの確保、
運営資金などが挙がっている

○ 本人の自己決定が尊

重され、権利擁護の仕

組みが機能している

✓ 本人活動の推進、政策

決定過程への参加

○

障
害
福
祉
に
お
い
て
、
家
族
目
線
・
支
援
者
目
線
で
は
な
く
、

当
事
者
目
線
の
考
え
を
徹
底
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
（
意
思
決
定
支
援
な
ど
）

・ 本人活動を広く県民に周知、啓発
する（県）

・ 県が行う福祉関係の研修に当事者
の声を聴くプログラムを用意したり、
県が設置する障がい福祉関連の調査
研究会には、障がい当事者の参加を
必須化を検討（県）

・ 意思決定支援の多職種チームに、
本人以外の当事者の参加を奨励する
（県）

・ ピアサポーターの活動範囲につい
て、知的障がいの分野にも広げてい
くための検討を進める（県）

・ ピアサポーター養成後のフォロー
を行い、交流会やスキルアップの機
会を設ける（県、市町村、事業者）

・ 各種会議の報告書等の取りまとめ
に当たり、理解しやすい簡易版を作
成するなど、情報提供に配慮する
（県、市町村、事業者、県民）

・ 企業活動への障がい者の参加事
例について広く情報共有し、啓発
する（県）

・ 本人活動の支援者の養成・確保
を図るため、支援者の現状につい
て実態把握を行い課題を明らかに
する（県）

・ 本人活動を広げていくための財
政援助を検討すべき（県）

○ それぞれの様々な才

能を発揮でき、違いを

認め、誰も排除しない

地域社会である

○ 支援者と対等な関係

で、良き暮らし、良き

社会を目指して協働で

きる



議論の視点
（参考）

論 点 現状と課題
検討の方向性 将来像(ビジョン)の

要素
将来像

（ビジョン）当面の取組み 中・長期的な取組み
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・ 虐待は重大な人権侵害であり、
我が国では、平成24年に障害者虐
待防止法が施行され、虐待防止の
ための諸施策が実施されている

・ 虐待防止法に基づく通報は増加
傾向にあるが、虐待判断件数は横
這いとなっている
また、被虐待者の障がい種別は

知的障がいが最も多く、虐待行為
の類型では、身体的虐待が最も多
い

・ 国の研究では、施設等での虐待
の防止には、職員のスキル養成、
管理者の公正な姿勢、風通しの良
い組織風土の醸成が重要であると
している

・ 県立施設では、先の検証委員会
や検討部会により、長時間の身体
拘束などの不適切な支援が複数確
認され、虐待が疑われる事案も確
認された

・ 県直営の中井やまゆり園におい
ても、長時間の居室施錠などの不
適切な支援が行われている旨の報
道がなされ、現在、改革プロジェ
クトチームにより、支援の改善に
向けた取組みが進められている

・ 県は、県立施設における身体拘
束等の実施状況を公表するととも
に、定期モニタリングの強化など
に取り組んでいる

・ また、県は、広く県民に対する
虐待防止や権利擁護に関する意識
啓発のための講演会を実施したり、
市町村担当職員や施設管理者を対
象とした虐待防止・権利擁護研修
を実施している

✓ 虐待ゼロの実現

○

障
害
福
祉
に
お
い
て
、
家
族
目
線
・
支
援
者
目
線
で
は
な
く
、

当
事
者
目
線
の
考
え
を
徹
底
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
（
意
思
決
定
支
援
な
ど
）

・ 障がい当事者に対して、「権利」
や「虐待」とは何かを知ってもらう
ため研修や意見交換等を行う（事業
者、県）

・ 権利擁護の観点から、施設等で意
思決定支援が適切に行われることが
重要であり、意思決定支援の取組を
進める（県、市町村、事業者）

・ 支援者は、障がい当事者一人ひと
りの目線に立ち、その人の人生や思
いを想像する力を磨くことが大切で
あり、当事者の話をしっかり聞き、
様々な活動を通して、お互いの信頼
関係を構築する（支援者）

・ 虐待防止につなげるため、支援ス
キルの向上を図るための階層別の研
修会を実施（県、事業者）

・ 身体拘束によらない支援を進める
ため、「にこりほっと報告」など、
本人の強みに着目し、きめ細かな分
析が行われるよう、アセスメントの
手法の確立及び向上を目指す（県、
事業者）

・ 身体拘束はその人の自由を奪う行
為であることを忘れず、常に支援内
容を検証し、本人が生き生きと暮ら
すことができるよう支援する（事業
者）

・ 権利侵害が疑われるヒヤリハット
の事例の分析と再発防止の仕組みを
各事業所において構築（県、市町村、
事業者）

・ 事業所等における虐待防止委員会
の設置を必須とし、組織的な虐待防
止の取組につなげる（県、市町村、
事業者）

・ 市町村の虐待防止に関する知見
の蓄積を支援（県）

・ 事業所等は、支援の好事例の情
報発信に努め、第三者から支援を
評価され、さらに良い支援につな
げる好循環を作る（県、事業者）

・ 障がい当事者が事業所等の支援
内容を直接見て、評価・検証する
仕組みを構築する（県）

○ 本人の意思決定が尊

重され、権利擁護の仕

組みが機能している

○ 住み慣れた場所で、

差別や虐待を受けるこ

となく、安心して生活

できる



議論の視点
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・ 総合支援法において、事業所等
の責務として、障がい者の意思決
定の支援に配慮するよう努める旨
が盛り込まれた

・ 平成29年3月、厚労省は「意思
決定支援ガイドライン」を示し、
意思決定支援の定義と、事業者等
が取組む意思決定支援の枠組みを
明らかにした

・ 県は、津久井やまゆり園再生基
本構想に基づき、厚労省が示した
ガイドラインも参考にし、県独自
の意思決定支援に取組み、本人の
願いや希望に沿った、サービス等
利用計画及び個別支援計画の策定
を目指した

・ 先の検討部会報告書において、
津久井やまゆり園で取り組んでい
る意思決定支援を、県下の入所施
設等においても実施することが重
要とされた

・ 現在、県内4施設において、意
思決定支援のモデル事業を実施し
ており、その結果を参考に、年度
内に「かながわ版意思決定支援ガ
イドライン（試行版）」をまとめ
る予定

・ 一方で、将来展望委員会におい
て、津久井やまゆり園における意
思決定支援の成果について、所期
の目的を果たせたのか、しっかり
と検証すべき、との意見も出され
ている

○ 本人の自己決定が尊

重され、権利擁護の仕

組みが機能している

✓ 意思決定支援の推進

○

障
害
福
祉
に
お
い
て
、
家
族
目
線
・
支
援
者
目
線
で
は
な
く
、

当
事
者
目
線
の
考
え
を
徹
底
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
（
意
思
決
定
支
援
な
ど
）

・ 津久井やまゆり園で行ってきた意
思決定支援の手法を、まずは、他の
県立施設から実践し、民間施設での
実施のモデルとする（県）

・ ヨコ展開に先立ち、津久井やまゆ
り園でのこれまでの意思決定支援の
取組について、しっかりと評価・検
証を行う（県）

・ 意思決定支援を県下に広げていく
ために、しっかりした推進体制を構
築する（県）

・ 意思決定支援について、当事者に
対しても、分かりやすい情報提供に
努める（県）

・ 意思決定支援を実施する際には、
以下のことに留意する（事業者）

◎ 利用者一人ひとりに、多職種か
らなる個別のチームを設ける

◎ 入所施設の利用者に対しては、
入所に際しての諸事情に十分配慮
する

◎ 本人の願いや希望の実現のため、
生活の範囲を入所施設内に限らず、
施設外の様々な生活を体験しても
らい、施設側も、積極的に地域に
関わっていく

◎ 人はそもそも悩み、決定した後
も悩んだり失敗したりすることも
あるため、意思決定支援の本質は
ゴールはない

・ 障がい者の自己選択、自己決定
の尊重は、当事者目線の障がい福
祉の基本となるものであり、意思
決定支援の重要性を普及啓発して
いく（県）

・ また、子どもの頃から自己決定
が尊重された育ちができるよう、
養育者を社会全体で支えていくと
いう土壌を築く（県、市町村）

・ 県立施設や民間施設に入所して
いる利用者だけではなく、在宅の
人たちにも意思決定支援を広げて
いく（県）

・ 適切な意思決定が受けられない
場合に、第三者的な立場で仲裁
あっせんを行う機関を設ける
（県）



議論の視点
（参考）

論 点 現状と課題
検討の方向性

将来像(ビジョン)の
要素
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（ビジョン）当面の取組み 中・長期的な取組み
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○

津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
事
件
を
契
機
に
、
地
域
共
生
社
会
の
実
現

を
図
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
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✓ 地域包括ケアシステム

の対象拡大

・ 「地域包括ケアシステム」は、
可能な限り住み慣れた地域で、自
分らしい暮らしを人生の最期まで
続けることができる、地域の包括
的な支援・サービス提供体制」を
目指すものであり、国も県も、そ
の構築を進めてきた

・ 近年、障がい分野と関連付けが
進展し、国の障害福祉計画の基本
指針において、精神障がいにも対
応した地域包括ケアシステムの構
築が成果目標とされた

・ 本県も、第5期障がい福祉計画
（平成30年3月改定）の成果目標
として、保健所等11か所に（政
令市を除く）、関係者で障がい者
の地域移行、地域生活を支える課
題を協議する場を設置することと
した

・ 平成29年、国の「我が事・丸
ごと」地域共生社会実現本部にお
いて、地域住民の支え合いと公的
支援が連動し、地域を「丸ごと」
支える包括的な支援体制の構築を
提唱

・ 平成30年から「共生サービ
ス」が、令和3年から重層的支援
体制整備事業が始まり、介護と他
分野の一層の連携を進める公的な
仕組みが整備されてきた

・ 旧農漁村型のコミュニティに戻
ることは困難であり、「新たな地
域のつながり」が求められている

・ 人口減少と高齢化が進み、生活
課題も複雑化、複合化していくこ
とが予想される、いわゆる2040
年問題の課題解決に向けて、地域
共生社会の実現が求められている

・ 県は、市町村レベルでは困難な
医療機関・団体との協力体制づく
りに注力する（県）

・ 専門職が配置されている地域包
括支援センターは大きな社会資源
であり、県は、重層的支援体制整
備事業等を活用し、障がい分野へ
の対象拡大が進むよう市町村を支
援する（県）

・ 地域生活支援拠点等について、
各市町村の整備状況を踏まえ、他
都道府県を含めた好事例など情報
提供を行い、単独での整備が困難
な市町村に対しては、市町村間で
の必要な調整を検討するための協
議の場を設置する（県、市町村、
事業者）

・ 障がい者が地域の大切な「担い
手」として、耕作放棄地を再整備
したり、移動商店街を展開したり
するなどの取組みが広がっており、
こうした情報の共有を図り、関係
者の相互の連携を進める（県、市
町村、事業者）

・ 新たな福祉課題には、行政内部
において、これまでの所掌にとら
われず、横断的な対応組織を設け
るなど、柔軟かつ積極的に対応す
る（県）

・ 地域包括ケアシステムは地域の
再生につながる取組みであり、行
政だけでは完結できないため、住
民一人ひとりが自分事として捉え
てもらえるよう、考え方を普及啓
発していく（県、市町村）

・ 県は、地域間の格差が生じない
よう、各地の取組みの実態を把握
し、必要な総合調整を行う（県）

・ 「新たな地域のつながり」を
作っていくために、支援する、支
援される関係が固定されないよう、
障がい福祉事業者は、地域での当
事者の出番を創造する役割を果た
すべき（事業者、市町村、県）

・ 障がい当事者一人ひとりに対し
て、インフォーマルなサービスも
含めた重層的、多職種連携的な
ネットワークをつくる（事業者、
市町村、県）

○ 地域の担い手として

活躍できる、社会参加

や就労等の機会がある

○ 住み慣れた場所で、

差別や虐待を受けるこ

となく、安心して生活

できる

○ いつでも生活上の困

難を相談できる機関、

場所がある

○ それぞれの様々な才

能を発揮でき、違いを

認め、誰も排除しない

地域社会である
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・ 地域での生活は、相談に応じ
てくれる人が必ずしも身近にいる
わけではないので、伴走してサ
ポートする相談支援員の役割は重
要

・ 計画相談に応じる全国の相談
支援事業所は10,563か所であり、
一般相談に応じる相談支援事業所
は3,551か所（令和2年5月）、
実配置されている相談支援専門員
は23,954人（〃）
このうち、24時間365日対応

が全体の28％（490市町村）、
ピアカウンセリングを行うものも
全体の36％（634市町村）

・ 本県の相談支援専門員の実配
置人数は1,514人（令和3年3
月）であるが、相談支援専門員養
成研修を受けた人の66％が相談
業務に就いておらず、他県に比べ、
セルフプランの作成率が高いのは
人員不足が一因との指摘

・ また、障がい者の地域生活を
支える「地域移行支援」、「地域
定着支援」及び「自立生活援助」
の実績は、何れも見込量を大きく
下回っている

・ さらに、常勤かつ専従の相談
支援専門員の配置事業所は全体の
約13％であり、平均経験年数も
約3.6年と短い

・ 相談支援の中核機関である基
幹相談支援センターは11市町村
で未設置、各圏域の自立支援協議
会も設置が目的化して形骸化して
いるとの指摘

・ 個人や世帯が抱える生活課題
が複雑化、多様化していることに
鑑み、今後、重層的支援体制整備
事業を活用した包括的な相談体制
づくりが必要

○ 住み慣れた場所で、

差別や虐待を受けるこ

となく、安心して生活

できる

✓ 包括的な相談支援体制

の構築

・ 相談支援専門員養成研修の受講
者が相談支援業務に円滑に従事で
きるよう、課題の洗い出しを行い、
その解決に向けた取組みを進める
（県、市町村）

・ 相談支援専門員のアセスメント
力の向上を図るための実践的な研
修プログラムを策定し、実施する
（県、市町村、事業者）

・ 相談支援体制を強化するため、
市町村と連携して相談支援事業所
の設置を進める（県、市町村）

・ セルフプランの捉え方やバック
アップ方法などについての議論を
進め、計画相談の充実を図る（県、
市町村、事業者）

・ 施設入所者に様々な体験や見学
の機会を設けること、市町村や相
談支援員との連携を基礎とした相
談支援体制とすることより、施設
入所者が希望する暮らしの実現に
取り組む（県、市町村、事業者）

・ 県は、基幹相談支援センターの
未設置市町村と連携して、設置を
促進する（県、市町村）

・ 基幹相談支援センターの支援力
向上のため、主任相談支援専門員
を対象とした連絡会議を開催
（県）

・ 圏域の相談支援事業の連携体制
について、自立支援協議会や「相
談支援ネットワーク形成等事業」
の役割を整理し、再構築に向けた
取組みを進める（県、市町村、事
業者）

・ 自立支援協議会の活性化に向け、
多職種・他機関のネットワークづ
くりについて、県は市町村と連携
し、他県の好事例、運営ノウハウ
を共有するなどの取組みを進める
（県、市町村、事業者）

・ 地域生活支援拠点の設置促進に
向けた好事例の共有、関係者によ
る協議の場の設定（県、市町村、
事業者）

・ 伴走的支援体制を推進するため、
相談支援専門員のみならず、地域
の様々な機関・団体が連携し、
「ひとりにさせない地域共生社
会」についての学びを深め、多様
なつながりができる環境整備を進
める（県、市町村、事業者）

○

津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
事
件
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契
機
に
、
地
域
共
生
社
会
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実
現

を
図
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か

○ いつでも生活上の困

難を相談できる機関、

場所がある

○ 本人の自己決定が尊

重され、権利擁護の仕

組みが機能している
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・ 基本理念は、企業でいうと企業
の存在意義や目的を表明した企業
経営の最上位にあり、障がい福祉
関係施策においても、それがどう
あるべきかという基本理念を据え
て、ビジョンの実現に戦略的に取
組んでいくべき

・ 我が国の障がい福祉の理念の大
きな転換点は措置制度から支援費
制度への移行であるが、国際障害
者年以降の「ノーマライゼーショ
ン」理念や「自立生活」理念の定
着が背景

・ 平成18年、障害者権利条約が国
連で採択され、我が国は、障害者
基本法の改正、障害者差別解消法
の制定等、国内法を整備し、平成
26年に批准

・ 本県の障がい福祉関係施策の将
来展望の議論は津久井やまゆり事
件が出発点であり、平成28年10
月の「ともに生きる社会かながわ
憲章」、令和3年11月の「当事者
目線の障がい福祉実現宣言」には、
共生社会の実現に向けての強い
「思い」や「決意」が込められて
いる

○ 住み慣れた場所で、

差別や虐待を受けるこ

となく、安心して生活

できる✓ 「ともに生きる社会か

ながわ憲章」や「当事

者目線の障がい福祉実

現宣言」等の理念の普

及啓発（障がい差別の

ない地域共生社会の実

現）

・ 県は、津久井やまゆり園事件を
忘れず、オール神奈川で当事者目
線の障がい福祉を推進していくよ
う、条例に定める基本理念を広く
県民等と共有できるよう、普及啓
発に取組む（県、市町村、事業者、
県民）

・ 障がい当事者が思いや気持ちを
表出できるよう、より一層の社会
参加が可能となるよう環境整備を
図る（県）

・ 身体拘束ゼロの実現に向けた取
り組みをさらに進めるとともに、
当事者の願いや望みをしっかりと
受け止め、障がい当事者の尊厳が
守られた社会を目指す（県、事業
者）

・ 当事者の目線に立った支援に取
り組んでいる事業所などの好事例
を共有し、取り組みを始めること
ができていない事業者等も含めて、
皆が地域共生社会の実現の取り組
みを進められる環境の醸成をする
（県、事業者）

・ 現在検討が進んでいる条例の全
体に通ずる基本的な理念について
は、「ともに生きる社会かながわ
憲章」や「当事者目線の障がい福
祉実現宣言」の「思い」や「決
意」を出発点に、障害者権利条約
等で確立した以下のような普遍的
な考えを軸に、今後、全庁的、全
県的に議論（県）

① 個人として尊重されること

② 心の声に耳を傾け、互いにいの
ち輝く支援の推進

③ 希望する暮らしの実現

④ 可能性を引き出す、専門性の高
い個別のサポート

⑤ 政策決定過程への当事者の参加

⑥ 持続可能で多様性と、違いを認
め誰も排除しない社会の実現

⑦ オール神奈川で地域共生社会を
創造

○
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件
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域
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っ
て
い
く
べ
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は
な
い
か

○ いのち輝かせて豊か

な生活が送れる、その

人らしい暮らし方が選

択できる

○ それぞれの様々な才

能を発揮でき、違いを

認め、誰も排除しない

地域社会である
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【文化芸術活動】

・ 我が国の障がい者の文化芸術活
動は、近年、障がい分野だけなく、
文化芸術分野からも機運が高まり、
平成30年、「障害者文化芸術推
進法」が成立

・ 「文化芸術基本法」に基づく
「文化芸術推進基本計画（第1
期）」においても、障がい者によ
る文化芸術活動の推進環境の整備
等が重要な施策として位置づけ

・ 国は国庫補助事業により障がい
者の文化芸術の普及を進めており、
県も神奈川県障がい者芸術文化活
動支援センターを運営し、人材育
成やワークショップ等を実施

【ロボット・ＩＣＴ技術の活用】

・ 令和3年8月、総務省及び厚生
労働省の合同勉強会において、
「デジタル活用共生社会」の実現
が提唱された

・ 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）
による全身性重度障がい者がＩＣ
Ｔ技術を活用し、県の「共生社会
アドバイザー」として委嘱を受け
るなど、社会参加しながら在宅生
活が送れるということを体現して
いる事例もある

・ 今日、ロボット・ＩＣＴ技術を
用いた様々なコミュニケーション
ツール等が開発されているが、技
術（シーズ）と必要性（ニーズ）
のさらなるマッチングが重要

【SDGSと障がい者の社会参加】

・ ワーカーズコレクティブ、労働
者協同組合、労働統合型社会的企
業、支援付き中間就労といった働
き方が、働き難さを抱える障がい
者の就労の実現に向けて注目され
ている

・ 令和4年には労働者協同組合法
が施行され、共同労働の場が法人
格を得やすくなると期待されてお
り、NPO法人と並ぶ新たな社会
活動形態とてしての可能性がある

○ いのち輝かせて豊か

な生活を送れる、その

人らしい暮らし方が選

択できる

✓ 多様な価値観の取込み

○

障
が
い
者
故
の
価
値
の
創
造
や
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
Ｓ
の
「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
」
持
続
可
能
な

多
様
性
と
包
摂
性
の
あ
る
社
会
の
実
現
を
目
指
す
と
い
う
理
念
を
生
か
す
べ
き
で
は
な
い
か

・ 障がい者の創作活動は、多くが自
己表現の一つとして行われるもので
あり、芸術的な価値のみにとらわれ
ずに、身近に自己表現を行う機会や
作品発表の機会を増やす取組を進め
る（県、事業者）

・ アーティストの発掘や創作した作
品の展示の機会を創出する取組みを
行ってきた「ともいきアートサポー
ト事業」をさらに進めていく（県）

・ 地域における文化芸術に関する相
談支援、ネットワーク形成、人材育
成等に取り組むとともに、芸術家や
専門家が福祉施設等を訪問・巡回し、
利用者等と共に行う多様な創造活動
を促進する取組みを進める（県、事
業者）

・ 「障害者文化芸術推進法」に基づ
く障がい者による文化芸術活動の推
進計画を策定し、文化芸術活動の充
実をさらに進めていく（県）

・ 障がいの状態像に適切に対応して
ロボット・ICT技術の活用が進むよ
う、産業界と当事者、福祉事業者等
が協働し、シーズとニーズをマッチ
ングさせる取組みをさらに進める
（県、事業者）

・ 行政、地域の関係機関・団体、住
民が連携しながら、障がい当事者一
人ひとりの「出番」を持続的に作っ
ていくための、コンソーシアム（共
同事業体）を立ち上げるなど、障が
い者の就労の場の持続的な確保を目
指す（県、事業者）

・ 企業の障がい者雇用の課題解決に
向け、「ジョブヘルパー」などの提
言も踏まえ、県関係部局間で連携を
図るとともに、社会的企業、労働者
協同組合等について情報を発信し、
知見のある公益団体の協力を得なが
ら、その起業等を支援する（県、事
業者）

・ 障がい当事者の必要性（ニー
ズ）と、先端技術（シーズ）の
マッチングを円滑に行うため、コ
ンソーシアム（共同事業体）を設
立し、障がい特性に応じた機器の
開発や普及に努める（県、事業者、
関係団体）

・ 障がい者にとっても有用な高齢
者向けのロボット・ICT技術につ
いて、障がい者が容易に利活用で
きるよう、機器開発及び販売事業
者と連携し、適切に情報が得られ
る環境の整備に取り組む（県、事
業者）

・ ロボット・ＩＣＴ機器の利活用
により、社会参加をしながら在宅
生活を送れている当事者による講
話の実施を支援し、県民への普及
啓発を図る（県）

・ 障がい当事者も多様性や人それ
ぞれに違いがあることを発信し、
県民に多様性の理解促進を図る。
（県）

・ SDGｓの考えが、障がい福祉
と深く関連付けられることについ
て普及啓発を図り、事業者等が積
極的に関わる意識を醸成し、ポス
トＳＤＧｓに向けた議論の広がり
を目指す（県、事業者、県民）

・ 障がい者の就労環境改善や社会
参加の促進について、障害者差別
解消法に基づいた適切な運用を図
るとともに、理念の普及を図る
（県、市町村、事業者、県民）

○ 地域の担い手として

活躍できる、社会参加

や就労等の機会がある

○ それぞれの様々な才

能を発揮でき、違いを

認め、誰も排除しない

地域社会であること
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・ 我が国の社会保障費は毎年増加
しており、障害福祉サービス等予
算額でみると、自立支援法施行か
らの13年間で、利用者数の伸びに
より、予算額は3倍に増加

・ 令和3年度の神奈川県の一般会
計予算に占める民生費（福祉、子
育て）の割合は約15％の3,120
億円、このうち、障害福祉費につ
いては約７２５億円

・ 神奈川県の財政力は、財政力指
数5区分の上位から二つ目のＢグ
ループであるが、予算編成時に財
源不足が発生するなど、依然厳し
い状況が継続

・ 近年の障がい者の人数は三障が
いともに増加傾向にあり、高齢化
の進行や、従事者の処遇改善も課
題とされており、限られた財源の
効率的で無駄のない執行が重要

✓ 制度の持続可能の確保

・ 障害者支援施設等において、人
手が足りないから安易にただ「構
造化する」などの支援手法だけに
陥ることのないよう、当事者の
「暮らし方」の視点に着目した支
援に取組む（県、事業者）

・ 公的価格である障害サービス報
酬の改定が適切なものとなるよう、
国の議論を迅速かつ的確に情報共
有するとともに、県内事業者が抱
える制度上の課題がその議論につ
ながるよう、双方向の情報のやり
取りを行う（県、市町村、事業
者）

・ 報酬の請求データや、国が構築
する予定の障害福祉サービスに係
るデータベース等から得られる情
報を分析することにより、提供
サービスの最適化を図る（県、市
町村、事業者）

・ 社会福祉連携推進法人などの枠
組みを活用した共同事業や、ＤＸ
（デジタルトランスフォーメー
ション）を進めることにより、事
務コストを縮減する（県、事業
者）

・ 財源と人員配置のつながりを意
識し、本当に必要なところに必要
な財源の手当てが行えるよう取組
みを進める（県、市町村、事業
者）

・ 公的サービスにインフォーマル
サービスを適切に組み合わせるこ
とで、より豊かな暮らしを実現す
る（県、市町村、事業者、県民）

・ 本人活動を支援すること等を通
じ、社会保障制度の動向について
の情報を共有することにより、共
に制度を維持していく努力を行う
という機運を醸成する（県、事業
者、県民）

・ 関連領域の関係機関・団体に対
し、障がい及び障がい者への理解
が深まるよう適切に情報提供等を
行い、障がい及び障がい者につい
て、あらかじめ、制度・施策に織
り込んだものとするよう要請する
（県）

・ 県本庁の現業業務については、
外部委託に切り出し、政策の企画
立案業務が中心となるよう転換を
図るとともに、各圏域単位で、圏
内市町村において政策が着実に実
施されるよう、市町村の支援を行
うコミュニティワーカーの配置を
進める（県）

○

障
が
い
者
故
の
価
値
の
創
造
や
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
Ｓ
の
「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
」
持
続
可
能
な

多
様
性
と
包
摂
性
の
あ
る
社
会
の
実
現
を
目
指
す
と
い
う
理
念
を
生
か
す
べ
き
で
は
な
い
か

○ それぞれの様々な才

能を発揮でき、違いを

認め、誰も排除しない

地域社会である

○ いのち輝かせて豊か

な生活が送れる、その

人らしい暮らし方が選

択できる


